
５都計第 １３７ 号   

令和６年１月  日   

 

亀岡市都市計画審議会 

   会長 櫻井 俊則 様 

 

 

亀岡市長 桂川 孝裕 

 

 

南丹都市計画区域区分の変更ついて（諮問） 

 

上記のことについて、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１５条の２第１項

の規定に基づく都市計画の案を作成するため、別紙のとおり貴審議会に諮問します。 

 

 

 

 

 



   

 

南丹都市計画区域区分の変更 

 

 

 

計 画 書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

亀岡市



南丹都市計画区域区分の変更 

 

 

都市計画区域区分を次のとおり変更する 

 

１ 市街化区域と市街化調整区域の区分 

 「計画図表示のとおり」 

 

２ 変更箇所概要 

図面番号 
所在地 

（地区名） 

面積 

（ha） 

編入/逆線

/保留の別 
土地利用 

亀岡市-１ 
亀岡市篠町篠下長尾、上長尾谷、芦原 

(篠IC周辺地区) 
１０.２ 編入 工業 

亀岡市-２ 
亀岡市篠町篠洗川、篠向谷、森向坂 

（篠町篠洗川地区） 
６．３ 編入 工業 

亀岡市-３ 

亀岡市余部町大塚、法蔵寺、清水又、塞又、和久成、

五反田、樋又 

（余部地区） 

２２．９ 
保留 

（一般） 
商業・工業 

亀岡市-４ 
亀岡市篠町浄法寺土井、土取 

（篠町浄法寺地区） 
１０．１ 

保留 

（一般） 
商業 

計 
 １６．５ 

３３ 

編入 

保留 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 画 付 図 






















